
「長崎県総合計画（仮称）素案」に対する 

パブリックコメントの募集結果について 

 

「長崎県総合計画（仮称）素案」についてパブリックコメントを実施しました

ところ、貴重なご意見をいただき厚くお礼申し上げます。 

 いただいたご意見に対する県の考え方を取りまとめましたので公表します。 

 

１．募集期間  

令和２年９月１６日（水）～令和２年１０月６日（火）  

 

２．募集方法  

電子申請、郵送、ファクシミリ  

 

３．閲覧方法  

・ 県ホームページに掲載 

・ 県政策企画課、県政情報コーナー（県庁県民センター内） 

・ 各振興局行政資料コーナー（長崎振興局を除く） 

 

４．意見の件数 

３７件 （１２名） 

 

５．意見の反映状況 

対応 

区分 
対 応 内 容 件数 

Ａ ・素案に修正を加え、反映させたもの ６ 

Ｂ 

・素案にすでに盛り込まれているもの 

・素案の考え方や姿勢に合致し、今後、実施・遂行の中で反映

させていくもの 

 

１８ 

 

Ｃ ・今後検討していくもの ６ 

Ｄ ・反映することが困難なもの ４ 

Ｅ ・その他 ３ 

計  ３７ 

 



６．提出された意見の要旨及び県の考え方

総合計画全般に対するご意見

番号 区分 意見要旨 県の考え方

1 Ａ

　国の新年度予算や事業計画は、新型コロナの
影響が数年間続き、感染防止のために、新たな
生活様式が継続されることを前提に検討すると
報道されている。長崎県の総合計画は、ほとん
ど影響が考慮されていないが、大丈夫か。

　新型コロナウイルスが県民生活等に与えている影響を
踏まえ、本計画においても様々な施策を盛り込んでお
り、県民の皆様により分かりやすくするため、「新型コロ
ナウイルス感染症を踏まえた主な施策」を追加しており
ます。
　また、指標の設定においてもコロナの影響の考え方に
ついて検討を行い、そうした施策や考え方を基本戦略の
目次に、「指標設定の考え方」として追記しました。

2 Ｂ

　前計画で成果が出なかった県民所得等の最
重要課題については原因分析をしっかり記載
し、改善点や新たな取組を最初に掲載した方が
よいのではないか。
　前計画の主な成果については達成できなかっ
た目標についても記載し、改善点を明確にすべ
きではないか。

　PDCAサイクルを実施することは重要と考えており、計
画の進捗については、毎年度、目標の達成状況につい
て取りまとめ、県議会へ報告するとともに、公表すること
としております。次期計画の策定にあたっては、現計画
の進捗や課題を踏まえながら取組の強化や目標設定を
行うよう努めており、課題を踏まえた取組例として概要版
で例をお示ししております。
　県民所得向上対策については、産業分野毎の「現状･
課題」「対策の考え方」「取組」を記載し、推進しておりま
す。
　また、一人当たりの県民所得については、平成27年度
2,427千円、28年度2,519千円、平成29年度2,571千円と3
年連続で増加し、直近29年度の県民所得向上対策の増
加目標を上回る結果となっております。
　なお、県民所得の詳細なデータについては、県ホーム
ページにて公表しております「県民経済計算」をご参照く
ださい。

キャッチフレーズ

番号 区分 意見要旨 県の考え方

3 Ｄ
　キャッチフレーズについては、～長崎県どげん
かせんば、まじやばかばい～を提案する。

4 Ｂ

　前提として、長崎県はブランディングがかなり
苦手だと捉えている。様々な種類の資源が豊富
なのに、ＰＲが中途半端であるため、誰にも刺さ
らないものが多いのではないか。
　基本理念や政策展開に沿ったうえで、メイン
ターゲットに届くものであれば、とんがったキャッ
チフレーズでも良いと思う。多少の批判があるく
らいが印象に残り、議員が訝しがるくらいで県
民は注目し、おもしろがってくれると思う。

　キャッチフレーズのご提案ありごとうございます。キャッ
チフレーズについては、計画の基本理念の考えを踏ま
え、高校生や大学生からいただいたアイデアや有識者
懇話会のご意見を参考に、「つながり、ささえ、つくろう長
崎」を案とさせていただきました。このキャッチフレーズの
もと、県民の皆様と一緒になって長崎の未来を切り拓い
ていきたいと考えております。



将来ビジョン

番号 区分 意見要旨 県の考え方

5 Ｂ

　基本理念や将来ビジョンを読み、人口減少社
会への対応について生産年齢人口や子育て支
援に集中して力を入れるべきだと考える。
　全国的に人口が増加しないことから、人口減
少に合わせた戦略づくり、とくにマーケティング
を取り入れていただきたい。

　人口減少への対応は重要課題であると考えており、
様々な産業の担い手の確保・育成、子育て支援などの
施策を計画に盛り込んでおります。計画の実現に向け、
社会や時代の動きや目標に対する進捗状況等をしっか
りと把握しながら人口減少対策に力を注いでまいりま
す。

基本戦略１－１　若者の県内定着、地域で活躍する人材の育成を図る

番号 区分 意見要旨 県の考え方

6 Ｄ

　高齢者の生涯学習のために老人大学などの
施設の設立をお願いしたい。在住していた兵庫
県には県・市などの老人大学が各所にあり生涯
学習と地域との共生が可能であった。
　また、増大する高齢者老人パワーを地域活動
の柱に据えるべきと考える。

　県では、高齢者を含む全ての県民がいつでもどこでも
学ぶことができる「ながさき県民大学」事業を実施してお
り、別途老人大学など施設の設置は財政的にも困難で
す。学習成果等の還元など、高齢者の地域での活躍を
促す方策については今後検討してまいります。

7 Ｂ

　より多くの外国人労働者を受け入れるにあ
たっては、今抱えている問題を県民に開示し、
きちんと対策を考えたうえで受入促進を考える
べき。また、外国人労働者のマネジメントができ
る中間管理職（英語が話せ、日本の厳しさを理
解している外国人等）を登用するべきではない
か。

　外国人技能実習生の受入促進にあたっては、日本人
と同様の待遇が求められることから、ご指摘のとおりそ
の労務管理をしっかり対応できる人材の確保も重要とな
るものと考えています。国の機関とも連携しながら、関係
法令の周知をはじめとした体制整備にも努めてまいりま
す。

8 Ｂ

　女性社長を増やすことができれば建設業の
持っているイメージをソフトにアピールできるの
ではないか。
　女性専用の社長道場を作り、県外から募り魅
力的な女性社長を輩出することで、若者の流出
のブレーキにもなるのではないか。
　世代交代で担い手がいない企業に対し、女性
社長にバトンタッチさせることへの補助金もいい
のではないか。

　女性社長が増えるためには、女性管理職が増加してい
く必要があることから、事業群「1-1-3-②女性が活躍で
きる場の拡大と男女がともに働きやすい環境づくり」の中
に、女性の管理職登用の促進を盛り込み、女性人材育
成等の取組を行うこととしております。
　女性の管理職の登用促進により、将来的には女性社
長の増にもつながっていくものと考えております。
　建設業における女性の活躍につきましては、事業群
「1-1-1-④建設業における担い手の確保」中の「建設業
における若者や女性の活躍推進」に位置づけており、Ｉ
CTの活用等も含む女性が活躍できる職場環境の実現
へ向け、産学官が連携して中長期的な人材確保の取組
を進めてまいります。

9 Ｂ
　2040年には働く人の5人に1人が医療・福祉関
係者となると言われており、医療・福祉業界へさ
らなるご支援をお願いしたい。

　ご指摘がありました医療・福祉人材の確保について
は、施策「1-1-6医療・介護・福祉人材の育成・確保」に
位置付けており、これからも重点的に取り組んでいきま
す。また、ICTの活用、チーム医療を促進するための人
材育成及び医療従事者の勤務環境改善などの取組によ
り、2040年に向け効率的な医療提供体制の構築を図っ
てまいります。



基本戦略１－３　長崎県の未来を創る子ども、郷土を愛する人を育てる

番号 区分 意見要旨 県の考え方

10 Ｂ

　地域における「ながさきファミリープログラム」
の推進に既存の青少年社会教育団体及びグ
ループを取り入れ、事業施策を共同で行うこと
により、体制づくりの充実、地域の活性化につ
ながる。学校教育だけではなく、社会教育も含
み、専門性、協調性、郷土愛、地域力、人間力
の育成が全て揃ってこそ、世界に通じるグロー
バル人材の育成と良識のある社会人の育成に
つながると考える。

　地域における社会教育関係団体等による子どもの健
全育成については、その必要性を認識しています。
　「ながさきファミリープログラム」は、保護者や地域の大
人を対象とした「親育ちプログラム」であり、社会教育関
係団体であるＰＴＡと連携して推進を図っています。

11 Ａ

　ふるさと教育の推進においては、郷土の歴史
や伝統文化の理解と同様に、地域の気候や地
理の理解を深め、観光や災害に対応する実践
的な教育が重要である。指標の「地域の発展
や・・・・学校数」には郷土の気候や地理の探求
的な学習を行う学校も含まれることを確認する
とともに明確に記載いただきたい。

　ご指摘のとおり、事業群「1-3-2-①ふるさと教育の推
進」の指標「地域の発展や地域的課題の解決に向けて
児童生徒が探究的な学習を行っている学校」には郷土
の気候や地理的条件を踏まえて地域的課題の解決を行
う学習も含まれております。なお、ふるさと教育の推進の
欄に郷土の自然環境について学習することを記載するこ
ととし、リード文2行目冒頭の「文化」の後に「等」を追加
し、取組項目の１つ目を「・我が国や郷土の伝統・文化、
自然環境に関する学習の充実」に改めました。

基本戦略１－４　みんなで支えあう地域を創る

番号 区分 意見要旨 県の考え方

12 Ｂ

　継続して活動実績のある青少年社会教育団
体・グループで協議会を組織し、連携・協働に向
けた情報・意見交換の場の充実や活動基盤の
強化を図ることが、みんなが支えあう地域づくり
の推進の実現に、時間、予算ともに短縮・削減
ができ、より迅速に細かなニーズへの対応が可
能となる。
　ぜひ、継続して活動実績のある青少年社会教
育団体やグループとの協議に取り組んでもらい
たい。

　多様な主体との連携、協働に向けては、NPOや行政等
各主体間のマッチングの機会創出や、活動の中心となる
NPO等の組織面の支援など活動基盤の強化を図ること
としております。
　また、青少年社会教育団体が、連携・協働に向けた協
議の場に参加する必要性は認識しております。
　しかしながら、青少年社会教育団体について、県が主
体的に協議会等の組織化を図ることは、社会教育関係
団体の特性上困難です。

基本戦略２－１　新しい時代に対応した力強い産業を育てる

番号 区分 意見要旨 県の考え方

13 Ｂ
　人材の流出を防ぐために県内に新しい産業の
立地や、ICTの発達で全国へ対応できる産業に
特化した誘致などが必要である。

　新しい基幹産業の誘致については、事業群「2-1-4-①
新たな基幹産業の創出や良質な雇用の場の創出に向
けた企業誘致の推進」に盛り込んでおります。
　新たな基幹産業を創出するため、成長産業である航空
機関連、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボット関連産業などの誘致に力を入
れるともに、県内企業や誘致企業から構成されるクラス
ター協議会を立ち上げるなどして、その育成を図ってい
るところです。

14 Ａ

　「地震、津波などが少ないなどＢＣＰとしての適
地」として統計に基づく客観的な事実をＰＲする
ことは適当と考えるが、過去に同様のことをうた
い、大規模な地震に見舞われた地域もあり、誘
致対象企業ばかりではなく、県民に対し、将来
的に地震等が起こりにくいといった印象を与え
かねないことから、より慎重な表記にすべき。

　ご意見を踏まえ、戦略「2-1新しい時代に対応した力強
い産業を育てる」「③活かすべき本県の強み、チャンス、
ポテンシャル」の■の5つ目を「■新型コロナウイルスの
感染拡大を契機とした、企業のBCP（事業継続計画）対
策への取組の高まり」に改めました。



基本戦略２－２　交流人口を拡大し、海外の活力を取り込む

番号 区分 意見要旨 県の考え方

15 Ｂ

　観光は安心して訪れてもらえる対策を施すこ
とが計画の最重要点だと思うが、「２．背景」「(1)
現状と時代の潮流」にはコロナの影響があるこ
とが記載されているが、「(2)、(3)」には、それを
受けてどのように対策を行い新型コロナの影響
を克服して成果を出していくのかという具体的な
記載がない。

　安心して訪れてもらえる対策につきましては、事業群
「2-2-1-③高付加価値化に取り組む観光事業者への支
援」の取組項目の「・付加価値やおもてなしの向上、安
全・安心対策に取り組む観光事業者への支援」に盛り込
んでおります。

基本戦略２－３　環境変化に対応し、一次産業を活性化する

番号 区分 意見要旨 県の考え方

16 Ｂ

　「農業算出額が増加傾向で推移」を強みとして
載せているが、直近は減少しており、全国の傾
向と違いもないのではないか。
　農地の基盤整備を活用して所得も人口(特に
児童数)も増加した地区こそ、県が目指す農業
政策の姿で、これと同様の地区を、今後県内各
地に増やしていくための計画を掲載すべきでな
いか。

　本県の農業産出額の１０年間の伸び率は全国より高い
ことから強みに記載しておりますが、ご指摘のとおり、農
業所得が全国平均より低いことが課題です。そのため、
事業群「2-3-1-①生産性の高い農林業産地の育成」に
あるように、単収の増加、単価の向上と併せ、コストの縮
減などを進め、農業所得の向上を図ることとしておりま
す。
　また、基盤整備推進施策につきましては、事業群「2-
3-1-②産地の維持拡大に必要な生産基盤の強化」など
で、農地基盤の整備、機械化など生産性の向上等により
農業所得の向上を図るとともに、儲かる姿を見せ、新規
自営就農者等を呼び込み、産地の維持・拡大を図ること
としております。

基本戦略３－１　人口減少に対応できる持続可能な地域を創る

番号 区分 意見要旨 県の考え方

17 Ｅ

　佐世保について基地の町を返上し、米軍及び
自衛隊基地の離島への移転を検討すべきでは
ないか。
　離島の活用及び移転後の基地敷地の再利用
が可能と考える。

　佐世保港における米軍基地については、平成10年に
決議された「新返還６項目」に基づく、佐世保港における
すみ分けの早期実現に努めてまいります。
　なお、米軍基地等の移転については、安全保障政策と
して国の責任において検討されるべきものであると考え
ております。

18 Ａ

　コロナ禍で世界中のクルーズ船需要が縮小し
ていることに加え、本県の医療体制も万全では
ないなか、２バース増設を中止・延期する必要
はないのか。

　コロナ禍において、クルーズ需要は一時的に縮小して
いますが、将来的には成長が見込まれる産業と受け止
めています。しっかりとした感染症対策を図り、安全にク
ルーズ船を受入れる体制の整備を進めていきたいと考
えており、戦略「3-1-1-④国内外との交流の拠点となる
港の整備」のリード文に『また、クルーズ船「コスタ・アトラ
ンチカ号」における新型コロナウイルス感染症クラスター
発生事案の検証を踏まえ、クルーズ船受入れに関する
感染症対応について関係者と連携して取組を進めま
す。』を追記しました。



19 Ｂ
　県民はSociety5.0、SDGsといった難しいキー
ワードに興味がないのではないか。

　Society5.0については、社会全体の姿を表すもので、そ
れぞれの事業群の中で説明をするのではなく、「将来ビ
ジョン」の中の「時代の潮流（本県を取り巻く社会経済情
勢）」－「（3）暮らしや社会を大きく変えるSociety5.0 の実
現」の中に、現状と将来像として記載をしているところで
あります。また、別途用語説明の中でも簡単な説明を記
載しているところであります。
　ＳＤＧｓは国連サミットおいて国際社会全体の目標とさ
れているものですが、まだ認知度が高いとは言えないと
考えており、今後、県民の皆様への普及、啓発に努めて
まいります。

20 Ｂ

　まちなかに次々に建設されているマンションの
5,000万円以上の部屋は一体誰が買うのか。思
い切って長崎県や長崎市が買い上げ、若者の
シェアハウスとして利用するのは人口増加や長
崎くんち存続のためにも、多大なる好影響を及
ぼすのではないか。現在建っているまちなかの
マンションは外国人の投資物件となり、人が住
んでいる気配がないマンションも見かける。

　ご提案の若年世代の県内定着を図るための住宅施策
については、来春、高校等を卒業する新規就業者の県
内就職を図るため、民間の空き家や県営住宅を活用し
て、低廉な家賃で新規就業者へ供給する住宅支援施策
「ナガサキSTARTハウスプロジェクト」について、今年度
から取り組んでおります。

基本戦略３－２　地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の持てるまちを創る

番号 区分 意見要旨 県の考え方

21 Ｅ

　県が実施したアンケート調査によると、博多〜
長崎の費用が5,000円を超えると97.5％の県民
が新幹線を利用できないと答えており、また、新
幹線が開通後も在来線特急が存続すると思っ
ている県民も多い。新幹線開通後、大混乱が起
きるのではないか。

　新幹線開業後の運賃・料金や割引きっぷの価格につ
いては、ＪＲ九州から公表されておらず、現時点では、明
らかではありません。
　また、新幹線開業に伴い、長崎駅発着の在来線特急
がなくなる予定であることについては、これまでも広報、
周知を行ってきておりますが、令和4年秋の開業に向け
て、さらに情報発信に努めてまいります。

22 Ａ

　「IRの誘致」は、世界的な大手カジノ運営会社
が、今後はオンライン化を進め、ラスベガスから
も撤退すると発表がされていたが、単に誘致す
ると掲載するのは総合計画の実現性に県民が
疑問を持つのではないか。

　政府は「２０２０年代半ばから後半」のＩＲ開業を目指し
ており、多くのＩＲ事業者は、新型コロナウイルス感染症
収束を見据え、日本への参入に意欲を持っておられると
認識しています。
　県としては、新型コロナウイルス感染症収束後の観光
活性化を図るうえで、ＩＲが大きな役割を果たすものと考
えており、いただいたご意見を踏まえ、事業群「3-2-3-①
特定複合観光施設（IR）区域の整備」のめざす姿を「ＩＲ整
備により、成長・発展の著しいアジア地域を中心に世界
中から今までにない人の流れを生み出すことで、新型コ
ロナウイルス感染症収束後の観光活性化にも大きな役
割を果たし、交流人口拡大による観光・地域経済の活性
化、良質な雇用の創出の好循環が生まれている。」とい
う表現に改めました。

23 Ｃ

　長崎県は歴史文化資源が豊かであるため、大
阪市の様に博物館や美術館の指定管理者制度
を廃止し、県や議会で方向性が決められる地方
独立行政法人化を進め、観光と一体となった地
域活性化に取組む必要があるのではないか。
また、国の事業を貪欲に取り込み、交流人口の
拡大や、県民の文化に触れる機会を増やす計
画を記載すべき。

　次期総合計画においては、本県の特色ある文化資源
を活用した地域活性化を推進するため、長崎県美術館、
長崎歴史文化博物館等の活動の充実を図ることとして
おります。
　県としましては、美術館及び博物館の指定管理者とも
協議をしながら、文化資源と観光施設を周遊する仕組み
作りなど、国の支援制度を活用した取組について検討を
進めてまいります。



24 Ｃ

　県庁舎跡地整備については石垣等の貴重な
文化財が確認された中、早急な結論は避ける
べき。
　文化財の発掘調査は埋戻しが原則であるが、
より多くの方の見学を促進できる環境整備をす
るとともに、岬の教会及びコレジオやセミナリオ
などの文献や記録を公開できる仮設史料館を
建設し、VR技術を駆使し、その当時の町並など
を再現することを要望する。しかる後に望ましき
県庁跡地活用の論議を行う。　このような過程
を強く要望する。

　県庁舎跡地については、古くから交流・創造・発信の拠
点であったこの地の役割を受け継ぎ、様々な歴史を活か
すとともに、多様な交流や賑わいの創出につながるよう
な場所にしていきたいと考えており、今後とも、県議会を
はじめ広く県民の皆様の声をお聞きしながら検討してま
いります。

25 Ｂ

　民間企業であるジャパネットホールディングス
が700億円以上を投資し、長崎スタジアムシティ
プロジェクトを実施するにも関わらず、長崎県や
長崎市は何をやっているのか。

　サッカースタジアムを核とするジャパネットグループの
開発計画は、長崎に新たな都市機能と魅力を生み出し、
若者の定住促進や交流人口の拡大、良質な雇用の創出
などにつながると思われます。こういった地域活力の向
上に高く寄与する民間都市開発事業に対しては、公的な
支援も行う必要があると考えており、その内容を事業群
「3-2-3-②長崎市中央部のグランドデザイン」に盛り込
んでおります。

26 Ｃ

　若者は「女神大橋でバンジー」、「女神大橋で
ストライダー」、「女神大橋で三輪車」といったイ
ベントを求めていると考えており、「長崎開港450
周年事業」の中で実施ができないか。

　長崎市企画財政部に長崎開港450周年事業実行委員
会事務局を設立しており、同委員会にてイベント等の実
施計画を検討中のため、ご意見については伝達いたしま
す。

27 Ｃ

　県民が美術館のみならず、日常的にアート出
会い触れ合う機会を増やす必要がある。
　美術館での芸術体験に加えて、日常的に街角
などの生活の場でアートに触れ情操を育む機会
があれば、子どものみならず県民の文化・芸術
への関心や意識向上につなげていくことができ
るのではないか。
　また、街角に小さなアートギャラリーBOXやス
ペースを設けることや美術館のアンテナギャラ
リー的な場（時期や企画ごとに入れ替え）を設け
るべきではないか。

　長崎県美術館においては、良質な芸術作品を、広く県
民の皆様に鑑賞していただく機会を提供するため、移動
美術館等を実施しておりますが、いただきましたご意見
につきましても、文化・芸術に触れる機会の提供方法の
一つとして参考とさせていただきます。

28 Ｃ

　世界とつながる海の玄関口に、非言語コミュニ
ケーションであるアートで出迎え、おもてなしの
一つとする。港・ふ頭付近からまちへ向け、長崎
の歴史・文化を表すアート等を設置。構えて鑑
賞するアートではなく街角で出会うささやかな
アートが良い。

　いただいたご意見については、各市と連携しながら、今
後の取り組みの中で参考とさせていただきます。



基本戦略３－３　安全安心で快適な地域を創る

番号 区分 意見要旨 県の考え方

29 Ｂ

　災害に強い地域づくりに関して、長崎市や佐
世保市は傾斜地の住居が多く、近年、老朽化が
進み空家も多く倒壊などの危険が生じている。
傾斜地住居の多くは自動車が通行不可の小道
や階段が多く災害防止の観点からも長期の再
開発計画の検討が必要。

　ご指摘がありました斜面市街地の老朽建築物等の災
害防止対策につきましては、事業群「3-3-3-⑤防災・減
災対策のための国土強靱化の推進」に盛り込んでおり、
具体的には長崎市や佐世保市において、住宅市街地総
合整備事業により、老朽危険空き家の除去、緊急車両
が進入可能な道路の整備や公共施設等の整備を行い、
併せて市街地再開発事業等の活用により、各市とともに
密集市街地の災害防止に取り組んでおります。

30 Ｄ

　近年、全国的にも高齢ドライバーによる事故
が社会的に問題視され免許返納数が増えてい
るが、公共交通機関が限られる地域においては
免許返納は困難であると考える。「いつまでも健
康で生涯を通じて学び、活躍できる社会の実
現」のため、サポカーや踏み間違い防止装置の
普及を図るため本計画の指標化を検討いただ
きたい。

　サポカー及び踏み間違い防止措置の普及について
は、高齢運転者の交通事故抑止対策の一環として交通
安全教育の場において広報啓発に取り組んでいるところ
です。
　しかしながら、これらの普及促進については他省庁が
主体となり警察庁が連携して取り組んでいるところであ
ることから、本県警察の立場として別途指標を設定する
ことは困難です。

31 Ｂ

　2018年に全国で人身事故数ワースト1となった
交差点で信号規制等を変えたところ、事故数が
激減したという実例がある。交通事故が複雑な
要因により発生することは承知しているが、総
合的な交通安全対策の推進において、事故が
多発している交差点の道路や信号機の改良等
を積極的に検討・実施いただきたい。
　併せて歩行者と自転車が分離された通行空
間である自転車道等の整備の拡充についても
実施いただきたい。

　ご指摘がありました「信号機の改良」につきましては、
事業群「3-3-1-②交通安全対策の推進」中の「交通安全
施設の整備」に盛り込まれており、継続して取り組んでい
きます。また、「交差点の改良」につきましては、事業群
「3-3-1-③交通安全確保に向けた通学路等の整備」に
より、歩道整備と併せて実施しており、ご意見の内容が
含まれております。
　なお、本県では、現在、通学路の歩道整備を優先的に
取り組んでおります。ご指摘の「歩行者と自転車が分離
された通行空間である自転車道等の整備」については、
新たな道路用地の確保等の課題があるため、次期総合
計画に盛り込むことは困難です。

32 Ｃ

　県民が安心に暮らすため、交通事故削減だけ
でなく交通事故被害者等支援の充実も行ってい
ただきたい。自動車事故はもちろんですが、近
年、自転車事故でも高額賠償請求事案が発生
しており、万一の場合の備えとして自転車損害
賠償保険への加入促進は不可欠だと考えま
す。つきましては、「長崎県自転車活用推進計
画」において広報啓発等による損害賠償責任保
険などへの加入促進を図ることとなっておりま
すが、被害者救済の観点から一定以上の強制
力を発揮する方針設定を検討いただきたい。

　本県では、平成31年3月に長崎県自転車活用推進計
画を策定し、保険加入促進を図っているところであり、交
通人身事故に占める自転車事故の割合は、全国で最も
低い状況です。今後、自転車利用者の増加や自転車事
故の増加など、交通実態の変化が見られた場合には、
関係機関との情報交換、連携を図り、条例化について検
討してまいります。

33 Ｅ

　防災推進員の養成は、県民の生命・財産を守
る対応として、有意義な活動であると考える。養
成講座においては、災害時の防災だけではな
く、復旧・復興段階の自助としての保険も取り上
げてていただいており、当方も講師派遣等を通
じて引き続き協力したい。

　日頃より、本県の防災行政にご理解・ご協力いただき
ありがとうございます。
　今後も養成講座等を通じ、地震保険等を含め、自助の
重要性を説明してまいりたいと考えております。



34 Ａ

　国土強靱化を推進していくにあたっては、国の
補助制度である「がけ地近接等危険住宅移転
事業」の利用を市町村に促し、県としても補助
等を行うことで、居住不適地域からの移転支援
強化を行っていただきたい。

　ご意見のとおり、事業群「3-3-3-⑤防災・減災対策の
ための国土強靱化の推進」の取組項目に「災害が起こる
可能性が高い土地にある住宅の移転促進」を追記しまし
た。

政策横断プロジェクト

番号 区分 意見要旨 県の考え方

35 Ｄ

　災害からの復興・復旧を迅速に行うために
は、公助の対応では限界があり、経済的な備え
として自助努力も必要である。県民に生活再建
の重要性をより認識いただくため、県における
更なる地震保険の加入促進策として、地震保険
の世帯加入率等の本計画における指標化をご
検討いただきたい。

　「災害から命を守るプロジェクト」では、発災時の初動
（応急対策）に重点を置いており、究極の目標である「風
水害・地震などによる死者数０人」を指標としています。

地域別計画

番号 区分 意見要旨 県の考え方

36 Ｂ

　地域の幹線道路では、早期の渋滞緩和が必
要。特に、諫早市内の渋滞は酷く、ドライバーの
ストレスの原因になっている。国道34号線の拡
幅に取り組んでいるが、他にも県道37号線のバ
イパス化・改良や鈴田峠の信号機のある交差
点の改良等により、スムーズな往来を実現を
し、諫早-大村間の交通基盤を強化していただ
きたい。

　渋滞緩和に向けた交通基盤の強化につきましては、国
道34号大村～諫早間の拡幅など、幹線道路の整備に
よって移動時間の短縮を図るようにしており、ご指摘の
ありました課題の大きい箇所などにつきましては、今後
重点的に取り組んでいきたいと考えております。

計画の実現に向けた基本姿勢

番号 区分 意見要旨 県の考え方

37 Ｂ

　計画の進捗や成果点数など県民に10段階評
価など点数をつけさせてはどうか。
　県議会を傍聴したが、国の計画や市町の計画
との連動性が住民にはわかりにくい。

　計画の進捗については、毎年度目標の達成状況につ
いて取りまとめ、県議会へ報告するとともに、公表するこ
ととしております。また、計画の策定にあたって県民アン
ケートを実施し、県民の政策の満足度（５段階）等を把握
するよう努めているところです。
　新幹線やIRなど国と連携して取り組む施策や、特色あ
る地域づくりを推進する地域別計画を盛り込むなど国や
市町との連携を図りながら目標の実現を図りたいと考え
ております。


